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平成２３年１月１７日判決言渡 同日原本領収 裁判所書記官 

平成２１年（行ウ）第１５号 賦課決定処分取消請求事件 

口頭弁論終結日 平成２２年１１月１５日 

判 決               

主 文               

１ 原告の請求を棄却する。 

２ 訴訟費用は原告の負担とする。 

            事 実 及 び 理 由               

第１ 請求 

 ａ県税事務所長が原告に対して平成２１年５月１３日付けで行った別紙物件

目録記載の土地について課税標準額を５３０万１０００円，税額を１５万９０

００円とする平成２１年度不動産取得税賦課決定処分を取り消す。 

第２ 事案の概要 

 本件は，原告の養親であった亡Ａが，原告の養子であるＢ及びその妻であり

原告の長女であるＣに対してした遺贈に関し，原告が遺留分減殺請求権を行使

した上でＢ及びＣを被告として提起した訴訟について，原告とＢ及びＣとの間

で，Ｂが原告に対し，上記減殺請求に係る価額弁償として，その弁済に代えて

Ｂ所有の土地を代物弁済することなどを内容とする和解が成立し，原告が上記

土地を取得したところ，この土地取得について，ａ県税事務所長（以下「処分

行政庁」という。）が原告に対して不動産取得税の賦課決定処分をしたため，

原告が，同処分の取消しを求めた事案である。 

１ 前提事実 

以下の事実は，当事者間に争いがないか，括弧内に記載した証拠及び弁論の

全趣旨により認定することができる。 

(1) 原告は亡Ａの養子であり，Ｂは原告の養子である。Ｃは，原告の長女で

あり，Ｂの配偶者である（弁論の全趣旨）。 
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(2) 原告は，亡Ａがその所有する不動産（以下「本件遺贈不動産」とい

う。）をＢ及びＣに遺贈したことから，平成１２年１１月２３日，遺留分減

殺請求権を行使し，その後，上記両名を被告として，本件遺贈不動産につい

ての原告の持分につき所有権一部移転登記手続をすることを求めて訴えを提

起した（熊本地方裁判所阿蘇支部平成１６年(ﾜ)第４号事件）（甲４，弁論

の全趣旨）。 

(3) 上記訴訟において，平成２０年３月１７日，原告とＢ及びＣとの間で，

Ｂが原告に対し，遺留分減殺請求に係る価額弁償として，その弁済に代えて

Ｂ所有の山林（以下「本件価額弁償不動産」という。）等を譲り渡し，同譲

渡につき代物弁済を原因とする所有権移転登記手続をすることなどを内容と

する和解が成立し，同日，原告に対する所有権移転登記手続がなされた（甲

４，弁論の全趣旨）。 

(4) 処分行政庁は，ａ県税条例３６条の２第１項に基づき，原告に対して，

平成２１年５月１３日付けで，本件価額弁償不動産のうち，別紙物件目録記

載の土地（以下「本件土地」という。）について，課税標準額を５３０万１

０００円，平成２１年度不動産取得税の税額を１５万９０００円とする賦課

決定処分（以下「本件処分」という。）をした。 

(5) 原告は，平成２１年６月２９日，上記不動産取得税１５万９０００円を

納付した。 

(6) 原告は，本件処分を不服として，平成２１年７月１０日付けでａ県知事

に対して審査請求をしたが，同年１０月２６日，ａ県知事は，本件土地は，

原告がＢから代物弁済により取得したものであって，亡Ａの相続財産ではな

く，本件土地の取得は地方税法７３条の７第１号に規定する相続による不動

産の取得として非課税となるものではないとして，同審査請求を棄却した。 

(7) 原告は，平成２１年１２月２３日，本件訴えを提起した。 

 ２ 争点及びこれに対する当事者の主たる主張 
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 本件土地の取得が地方税法７３条の７第１号の「相続（包括遺贈及び被相続

人から相続人に対してなされた遺贈を含む。）による不動産の取得」に当たり，

非課税となるか。 

（原告の主張） 

(1) 本件土地は亡Ａの相続財産ではないが，原告は，本件遺贈不動産の持分

を遺留分減殺請求権の目的として，本件遺贈不動産の受贈者であるＢ及びＣ

に対して同不動産の所有権一部移転登記手続を求めたものであり，Ｂは，同

不動産の現物返還に代わる価額弁償として本件土地を含む本件価額弁償不動

産の代物弁済をしたものであって，本件土地の取得の実体は相続なのである

から，地方税法７３条の７第１号の「相続（包括遺贈及び被相続人から相続

人に対してなされた遺贈を含む。）による不動産の取得」に当たり，非課税

となる。 

(2) 不動産取得税は，不動産を取得したものはこれを取得するに至った原資

を取得していることから課しているものであり，相続のように原資が純増し

ていないものについては，実質課税の原則から，法は非課税としている。そ

うすると，価額弁償の代物弁済として取得した不動産も原資に純増があった

とはいえないから，相続による取得として非課税とされるべきである。 

(3) 本件の実体は，価額弁償という形で，いわば第二の遺産分割協議をした

ものであるから，最高裁昭和６２年１月２２日第一小法廷判決・集民１５０

号６５頁に従って，非課税とされるべきである。 

（被告の主張） 

 遺留分権利者が遺留分減殺請求をすることにより，減殺請求の対象不動産は

当然に遺留分権利者に帰属することになるが，受遺者が価額弁償を行った場合

には，遺贈の効力は遡及的に復活し，上記不動産が受遺者に譲渡されたという

事実には何ら変動がないこととなる（最高裁平成４年１１月１６日第一小法廷

判決）。本件で，原告は，遺留分減殺請求をすることによりいったんは本件遺
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贈不動産を取得したが，Ｂが原告に対して価額弁償として本件価額弁償不動産

を譲渡したことにより，本件遺贈不動産はＢに遺贈されたことになり，他方で，

原告は，価額弁償に代わる代物弁済によって本件土地を取得したものであるか

ら，本件土地の取得は地方税法７３条の７第１号の「相続（包括遺贈及び被相

続人から相続人に対してなされた遺贈を含む。）による不動産の取得」に当た

らず，非課税とはならない。 

第３ 当裁判所の判断 

１ 地方税法７３条の２第１項は，「不動産取得税は，不動産の取得に対し，当

該不動産所在の道府県において，当該不動産の取得者に課する。」と規定する

ところ，不動産取得税は，いわゆる流通税に属し，不動産の移転の事実自体に

着目して課せられるものであって，不動産の取得者がその不動産を使用・収益

・処分することにより得られるであろう利益に着目して課せられるものではな

いことに照らすと，同項にいう課税対象たる「不動産の取得」とは，所有権移

転の形式による不動産の取得のすべての場合を含むものと解するのが相当であ

る（最高裁昭和４８年１１月１６日第二小法廷判決・民集２７巻１０号１３３

３頁参照）。 

 したがって，原告は，前提事実(3)のとおり，遺留分減殺請求に係る価額弁

償として，代物弁済という所有権移転の形式により本件土地を取得したのであ

るから，本件土地の取得は地方税法７３条の２第１項の「不動産の取得」に当

たる。 

２ もっとも，地方税法７３条の７第１号は，「相続（包括遺贈及び被相続人か

ら相続人に対してなされた遺贈を含む。）による不動産の取得」を非課税とし

ているところ，同号は，相続による所有権の移転は単に形式的に行われるに過

ぎず，所有権の主体は実質的には変更がないものと解されることから，これを

非課税にしたものと解される。 

 これを本件についてみると，原告による本件土地の取得は，原告とＢとの間
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の代物弁済の合意により本件土地所有権の主体を実質的に変更するものであり，

非課税とされるべき所有権主体の実質的な変更を伴わない形式的な所有権の移

転とはいえないから，本件土地の取得は，地方税法７３条の７第１号の「相続

（包括遺贈及び被相続人から相続人に対してなされた遺贈を含む。）による不

動産の取得」には当たらない。 

３ これに対して，原告は，価額弁償の代物弁済による不動産の取得の実体は相

続であるし，不動産取得税の課税根拠は不動産取得の原資増加にあり，地方税

法７３条の７第１号が相続による不動産の取得を非課税としているのは，そこ

に原資の増加が認められないからであるところ，価額弁償の代物弁済による不

動産の取得も原資の増加が認められないから，本件土地の取得は地方税法７３

条の７第１号の「相続（包括遺贈及び被相続人から相続人に対してなされた遺

贈を含む。）による不動産の取得」に当たると主張する。 

 しかし，地方税法７３条の２第１項及び同法７３条の７第１号の立法趣旨は

前判示のとおりであって，本件土地の取得が同号の非課税対象となるか否かは，

本件土地が相続財産に属するか否かによって決せられることになるから，原告

の上記主張は採用できない。 

 その他，原告は，本件土地の取得が地方税法７３条の７第１号の「相続（包

括遺贈及び被相続人から相続人に対してなされた遺贈を含む。）による不動産

の取得」に当たる旨るる主張するが，いずれも独自の見解に基づくものであり，

また，原告が引用する判例（最高裁昭和６２年１月２２日第一小法廷判決・集

民１５０号６５頁）は，当該取得不動産が相続財産である点において事案を異

にするものであって，原告の主張はいずれも採用できない。 

４ 結論 

 よって，原告の請求は理由がないからこれを棄却することとし，訴訟費用の

負担につき行政事件訴訟法７条，民事訴訟法６１条を適用して，主文のとおり

判決する。 
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大分地方裁判所民事第２部 

 

裁判長裁判官  一 志 泰 滋               

 

                     裁判官   児 玉 禎 治               

 

                     裁判官  佐 藤 智 彦                    
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